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文部科学省初等中等教育局 
参事官（高等学校担当）付 

産 業 教 育 振 興 室 

 

令和３年度「マイスター・ハイスクール事業（次世代地域産業人材育成刷新事

業）」の審査要項及び質問事例集の公表について 

 

標記事業の公募については、令和３年１月１４日付事務連絡により周知したところです

が、下記のとおり、審査要項及び質問事例集を新たに公表いたしましたことをお知らせいた

します。本事業の実施を希望される場合は、必ず審査要項を確認の上、申請希望調書、申請

事業計画書の作成、提出をお願いいたします。 

令和３年１月１４日付事務連絡を周知いただいた関係各位にも本事務連絡について周知

いただくようお願いいたします。 

 
記 

 

１．送付資料 

 ・審査要項 

 ・質問事例集 

※審査要項及び質問事例集は、文部科学省ホームページにも掲載しますのでご確認くだ

さい。なお、今回公表した質問以外の質問の重要な情報については、質問事例集に追加し

随時更新しますのでご確認願います。 

（ホームページ掲載アドレス） 
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00095.html 

又は http://www-gpo3.mext.go.jp/MextKoboHP/list/kp010000.asp 

 

２．留意点 

（１）審査要項 別添「審査項目及び配点（８）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関す

御中 



る指標」については、管理機関の内、代表となる機関（文部科学省と委託契約を結ぶ機

関）の取組を審査の対象といたします。 

 

（２）「令和３年度 マイスター・ハイスクール事業 公募要領 別紙様式４ 令和３年

度マイスター・ハイスクール事業 申請事業計画書 」の以下の部分について補足しま

す。 

①「６（２）マイスター・ハイスクール CEO の配置計画について（身分・勤務日数等、

各指定年度や指定終了後で異なる場合はそれぞれ記載）」の欄には、審査要項 別添

「審査項目及び配点（４）マイスター・ハイスクール CEO について」に記載されてい

る審査項目に沿って配置計画をご記載いただくことになりますが、以下の内容につい

ては必ず明記ください。 

・マイスター・ハイスクール CEO を校長、副校長、教頭として配置する時期 

・最終的な配置の在り方及びそれに向けた関係者間での検討の具体的なプロセス 

 

②「７（３）産業実務家教員の配置計画について（身分・勤務日数等、各指定年度や指

定終了後で異なる場合はそれぞれ記載）」の欄には、審査要項 別添「審査項目及

び配点（５）産業教育実務家教員について」に記載されている審査項目に沿って配

置計画をご記載いただくことになりますが、以下の内容については必ず明記くださ

い。 

 ・産業実務家教員を常勤の教諭として配置する時期 

・最終的な配置の在り方及びそれに向けた関係者間での検討の具体的なプロセス 

 

③「10ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、本事務連絡「２．

留意事項（１）」に記載のとおり、管理機関の内、代表となる機関（文部科学省と

委託契約を結ぶ機関）の取組について該当するものを記載してください。 
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